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平成２３年２月２４日 
環境管理課 
環境審査班 
電話 018-860-1601 
美の国あきたネット掲載 有 

 

平成２１年度化学物質排出量・移動量の集計結果の概要（秋田県分） 

 平成１１年７月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律」（化学物質排出把握管理促進法）に基づき導入された「ＰＲＴＲ制度」（化学物質

排出移動量届出制度）により、事業者は、人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれのある化学物

質について、毎年度、環境への排出量や廃棄物に含まれて移動する量を把握し、都道府県を通じ

て国へ届出することとなっています。 

 本日、国において平成２１年度の化学物質の排出量・移動量の集計結果が公表されましたので、

秋田県の状況についてお知らせします。 

 

 １ 届出排出量・届出移動量 

  ○ 事業者から届出があった排出量と移動量の合計は５，０７９トンであり、全国で２４番

目に多い排出・移動量となりました。 

    前年度と比較すると、９１３トンの増加となっています。 

  ○ 届出排出量は３，７３４トンであり、全国で２２番目に多い排出量となっています。 

    前年度と比較すると９０１トンの増加となっており、非鉄金属製造業における鉱さい残

さ等の埋立処分量の増加が主な要因となっています。 

  ○ 届出移動量は１，３４５トンであり、全国で３２番目に多い移動量となっています。 

    前年度と比較すると、１１トン増加しています。 

 

 

 

 

  

２ 届出外排出量（届出要件に該当しない事業所等からの排出量） 

  ○ 国が推計した届出対象外の排出量は、２，８６６トンとなっており、前年度と比較し、

１７１トン減少しました。（前年度 ３，０３７トン） 

 

 ３ その他 

  ○ 全国の集計結果は、環境省及び経済産業省のホームページに掲載されています。 

   ・環境省   http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html 

   ・経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 

 

※ ２１年度分の対象化学物質は３５４種類、対象業種は２３業種です。 

※ 前年度以前のデータは、平成２２年２月の公表後に変更された届出事項を反映しています。 

※ 本文中の図表合計値は、端数処理の関係で各項目の和とは一致しない場合があります。 

 

・届出事業所数    ４９７ 事業所 （前年度    ５３７ 事業所） 

・届出排出量   ３，７３４ トン  （前年度  ２，８３３ トン ） 

・届出移動量   １，３４５ トン  （前年度  １，３３４ トン ） 
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１ 排出量・移動量の届出状況 

 

  平成２１年度排出量・移動量の届出を行った事業所数は、４９７事業所です。 

 

  表－１ 業種別届出状況 

  （参考）届出事業者＝次の３つの要件全てに該当する事業者 

      ①対象業種（製造業、金属鉱業等２３業種）を営む事業者 

      ②常用雇用者数２１人以上の事業者 

      ③第一種指定化学物質の年間取扱量が１トン以上の事業所等を有する事業者 

 

 

  表－２ 主な業種の事業所数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出数 届出数

金属鉱業 3 精密機械器具製造業 2

原油・天然ガス鉱業 4 医療用機械器具・医療用品製造業 2

製造業 90 電気業 3

木材・木製品製造業 1 下水道業 36

パルプ・紙・紙加工品製造業 1 鉄道業 1

化学工業 5 倉庫業 3

医薬品製造業 2 石油卸売業 7

窯業・土石製品製造業 3 燃料小売業 288

鉄鋼業 5 自動車整備業 1

非鉄金属製造業 8 計量証明業 1

金属製品製造業 11 一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る） 42

一般機械器具製造業 3 産業廃棄物処分業 16

電気機械器具製造業 41 自然科学研究所 2

電子応用装置製造業 1

輸送用機械器具製造業 5
合　　　　　計 497

業 種 名 業 種 名

19年度 20年度 21年度

 燃料小売業 324 309 288

 製造業 100 92 90

 廃棄物処理業 59 58 58

 下水道業 35 36 36

 その他の業種 39 42 25

合　　計 557 537 497

業　　種
事業所数
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２ 排出量・移動量の集計結果 

 

（１）届出排出量・届出移動量 

   秋田県に届出された排出量・移動量の合計は、５，０７９トンであり、その内訳は排出

量３，７３４トン、移動量１，３４５トンです。 

   排出先・移動先の内訳をみると、事業所内での埋立処分が３，０８３トンと最も多く、

全体の約６割を占めています。 

   排出量・移動量の合計を前年度と比較すると９１３トン増加しており、非鉄金属製造業

において鉱さい残さ等の埋立処分（事業所内での埋立処分）が増加したことが主な要因と

なっています。 

 

  表－３ 届出排出量・移動量の内訳 

 

 

 

    図－１ 届出排出量の主な物質          図－２ 届出移動量の主な物質 
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19年度 20年度 21年度
(ﾄﾝ／年) (ﾄﾝ／年) (ﾄﾝ／年) 構成比

大気への排出 1,104 763 579 11.4%

公共用水域への排出 92 85 72 1.4%

土壌への排出 0 0 0 0.0%

事業所内での埋立処分 6,307 1,985 3,083 60.7%

小　計 7,503 2,833 3,734 73.5%

事業所外への廃棄物としての移動 1,672 1,334 1,345 26.5%

下水道への移動 0.1 0.0 0.0 0.0%

小　計 1,672 1,334 1,345 26.5%

9,175 4,166 5,079 100%
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（２）届出外排出量 

   国が推計した届出外排出量のうち、秋田県分は２，８６６トンです。 

  

  表－４ 届出外排出量の内訳 

   ※１ 対象業種に属する事業を営むが、従業員数、年間取扱量その他の要件を満たさないため、届出対象と

ならない事業者からの排出量（従業員２１人未満、年間取扱量１トン未満） 

   ※２ 対象業種以外の業種に属する事業を営む事業者からの排出量（農業、林業、ゴルフ場、建設業、飲食

業、医療業等） 

   ※３ 接着剤、洗剤、塗料、防虫剤、消臭剤、化粧品等からの排出量 

   ※４ 自動車、二輪車、特殊自動車、鉄道車両、船舶、航空機からの排出量 

 

 

（３）届出排出量と届出外排出量の合計 

   届出排出量と届出外排出量の合計は、６，６００トンです。 

 

  表－５ 届出排出量と届出外排出量の合計 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

図－３ 届出排出量と届出外排出量の主な物質 

合計：6,600 トン 

19年度 20年度 21年度
(ﾄﾝ／年) (ﾄﾝ／年) (ﾄﾝ／年) 構成比

対象業種からの届出外排出量 （※1） 502 441 357 12.5%

非対象業種からの排出量　　 （※2） 830 846 860 30.0%

家庭からの排出量　　　　　 （※3） 547 741 722 25.2%

移動体からの排出量　　　　 （※4） 1,089 1,008 928 32.4%

合　　　計 2,968 3,037 2,866 100%

区　　　分

19年度 20年度 21年度
(ﾄﾝ／年) (ﾄﾝ／年) (ﾄﾝ／年) 構成比

届出排出量（集計値） 7,503 2,833 3,734 56.6%

届出外排出量（推計値） 2,968 3,037 2,866 43.4%

合　　　計 10,471 5,869 6,600 100%

区　　　分


